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Outline of the Company

企業概要

■企業名 株式会社佐藤産業

■代表者名 代表取締役 佐藤一夫

■事業所 本社
〒869-5563 熊本県葦北郡芦北町湯浦112-16

スタイラス八代
〒866-0826 熊本県八代市竹原町2128-1

■従業員数 3５名
（ 本社 ３０名 / スタイラス八代 ５名 ）

■事業年度 ８月１日から翌年７月３１日まで

■事業規模 売上高 163，197万円（2022年7月31日決算時）

■資本金 8，000万円

■創立 1954年11月25日

■事業内容 総合建設業
土木工事業、とび・土木工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、
しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業、建築工事業、
運送業、産業廃棄物収運業(※自社関連工事のみ取り扱い)

■認可登録 土木工事業（特-1）第15797号
建築工事業（特-2）第15797号
宅地建物取引業許可 熊本県知事（1）第5203号

■登録対象 全事業所におけるすべての事業活動を対象とする  
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Company History

企業沿革

1954. 11. 佐藤産業として砕石業を創業

1959. 2. 佐藤巌夫を代表取締役として土木建設業 有限会社佐藤産業 設立

1975. 12. 有限会社より 株式会社佐藤産業 に社名変更 資本金100万円

1976. 11. 資本金を1,000万円へ増額

1978. 5. 佐藤康徳を新代表取締役とする

1982. 7. 株式会社佐藤産業 福岡支店開設

〃 12. 知事許可を大臣許可へ変更

1990. 7. 資本金 8,000万円へ増額

1996. 5. 株式会社佐藤産業 球磨営業所開設

1997. 9. 佐藤英雄を新代表取締役とする

2000. 7. 会長 佐藤康徳が国土交通大臣表彰を受賞

2001. 8. JIS Z 9902、ISO9002認証取得

2003. 8. 佐藤一夫を新代表取締役とする

2004. 8. 福岡支店閉所

〃 〃 大臣許可を知事許可に変更

2010. 8. JISQ9001:2008(ISO9001:2008)認証取得

2012. 8. 球磨営業所閉所

2013. 10. 住宅事業部「Logic yatsushiro」開設

2017. 1. 宅地建物取引業許可取得

〃 9. 熊日八代住宅展示場へモデル住宅出展

2018. 10. 住宅事業部を住環境事業部「STYLUS yatsushiro」へ変更
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Company Philosophy

企業理念

経営理念

建設業を通じて、地域に貢献し
社員・家族の幸福を追求する

社訓

信は万物の基を成す
「信用・信頼」

創業以来、信用・信頼を積み重ねること
の大切さ、人材育成への経営資源を投資
することの大切さを特に大事だと考え

経営をしております。
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Environmental Management Policy

環境経営方針

■基本理念

株式会社佐藤産業は地球環境保全が社会の最重要課題と認識し、持
続可能な社会実現の為、企業活動のあらゆる面で環境に配慮し、明る
く豊かな循環型社会の構築に貢献し、環境経営の継続的改善を誓約し
ます。

■行動方針

１．次の項目を重点項目として継続して取り組みます。

（１）電力、燃料等のエネルギーの効率的な使用及び省エネに
努め、二酸化炭素排出量を削減します。

（２）一般廃棄物および産業廃棄物排出量を削減します。

（３）節水に努め、水使用量を削減します。

（４）省エネルギー型や省資源型の製品を導入する提案をお客
様に行います。

（５）環境に配慮した建設機械を導入、使用します。

２．当社の事業に関連する環境関連法規等を遵守します。

３．地域貢献活動を推進します。

４．上記行動方針を全従業員へ周知し、組織として実践します。

株式会社 佐 藤 産 業
代表取締役 佐 藤 一 夫

（制定:２０２２年９月６日)
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Operating system

運営体制

代表者

環境管理責任者

環境管理
住環境事業部門長

環境管理
土木事業部門長

環境管理
総務部門長

住環境事業部従業員土木事業部従業員総務部従業員

EA21委員会及び事務局

■代表者
佐藤 一夫

・代表者として環境経営全般について責任と権限を持つ
・環境経営方針を作成・見直し、従業員に周知する
・環境管理責任者、ＥＡ２１事務局員を任命する
・環境への取組を実施するための資源（ヒト・モノ・カネ・情報）を準
備する

・ＥＡ２１全体の取組状況に関して評価、見直しを実施し、必要な指示
を行う

■環境管理責任者
佐藤 和人

・ＥＡ２１ガイドラインの要求事項を満たす環境経営システムを構築し、
実行し、環境実績を向上させる。

・毎年、環境経営目標、環境経営計画を作成する。
・３か月に１回、環境経営目標の達成状況及び環境経営計画の実施状況
を確認・評価する

・上記の結果を代表者および全従業員へ報告する

■総務部門長
中村 美代子

■土木事業部門長
川口 佳太

■住環境事業部門長
久保 由紀美

・環境経営方針、環境経営目標、環境経営計画を部門全員に周知する
・環境経営目標達成のため、責任を持って自部門の環境活動を推進する
・自部門で発生した問題点の是正処置、予防処置を実施する
・自部門に関連する法規制等を順守する
・自部門に関連する緊急事態への準備及び対応の訓練を実施する
・自部門の教育・訓練を実施する

■各事業部従業員 ・環境経営方針の理解と環境への取り組みの重要性を自覚する
・決められたことを守り、自主的・積極的に環境活動へ参加する
・環境活動に必要なアイデアの抽出を行う。

■EA21委員会 ・３か月に１回開催し、環境経営目標及び環境経営計画の実施状況を審
議する

■EA21事務局 ・環境管理責任者を補佐し、ＥＡ２１文書及び記録類、及び基礎データ
の作成・維持・集計・管理を行う

・社外からの環境情報の収集と伝達を行う
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環境経営目標

試行期間 年間

2021年8月～
2022年7月

2022年10月～
2022年12月

2022年8月～
2023年7月

2022年8月～
2023年8月

2024年8月～
2025年8月

2025年8月～
2026年9月

１．二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 326,993 80,931 323,724 320,486 317,281 314,109

（1）電気使用量削減 kWh 80,375 19,893 79,571 78,776 77,988 77,208

　　　　本社 kWh 21,092 5,220 20,881 20,672 20,466 20,261

　　　　土木事業部 kWh 41,093 10,171 40,682 40,275 39,872 39,474

　　　　住環境事業部 kWh 18,190 4,502 18,008 17,828 17,650 17,473

（2）ガソリン使用量削減 ℓ 30,502 7,549 30,197 29,895 29,596 29,300

　　　　本社 ℓ 5,668 1,403 5,611 5,555 5,500 5,445

　　　　土木事業部 ℓ

　　　　住環境事業部 ℓ

（2）軽油使用量削減 ℓ 84,360 20,879 83,516 82,681 81,854 81,036

　　　　土木事業部のみ ℓ 84,360 20,879 83,516 82,681 81,854 81,036

２．廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量の削減 ㎏ 945 234 936 926 917 908

産業廃棄物排出量の削減 ｋｇ 2,315 573 2,292 2,269 2,246 2,224

３．水使用量の削減 m³ 39.0 10 39 38 38 37

件 15 4 15 15 15 14

件 1 0 1 1 1 1

４．省エネルギー型製品の導入提案の向上

５．地域貢献活動の推進

項目 単位

基準年
2021年度

目標

2022年度（1%削減）

2023年度
（2%削減）

2024年度
（3%削減）

2025年度
（4%削減）

23,85524,834 6,146 24,586 24,340 24,096
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環境活動計画

本社 現場 住環境

各部門長 常に使用量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 常に使用量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 常に使用量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 月に1回指導を行う ○ ○ ○

各部門長 月に1回指導を行う ○ ○ ○

各部門長 月に1回指導を行う ○ ○ ○

各部門長 日々の指導を行う ○ ○ ○

各部門長 日々の指導を行う ○ ○ ○

各部門長 日々の管理を行う ○ ○ ○

本社 現場 住環境

各部門長 常に排出量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 常に排出量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 常に排出量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 日々の管理を行う ○ ○ ○

各部門長 常に排出量削減に努める ○ ○ ○

本社 現場 住環境

各部門長 常に使用量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 常に使用量削減に努める ○ ○ ○

各部門長 常に使用量削減に努める ○ ○ ○

本社 現場 住環境

久保 商談ごとに提案を行う - - ○

本社 現場 住環境

中村 年に１回以上行う ○ ○ ○

佐藤 年に１回以上行う ○ - -

川口 日々の管理を行う - ○ ○

達成：〇　一部達成：△　未達成：×

手洗い時の節水

散水時の節水

洗車時の節水

地域清掃活動の実施

地域で活動する団体への寄付

騒音、振動、粉塵等の対策

4.省エネルギー型製品の提案件数の向上

お客様への省エネ住宅の提案

活動項目

評価

1.二酸化炭素排出量の削減

電気使用
量削減

こまめな消灯を行う

時間外労働の削減

不使用時のパソコン電源OFF

過積載運行の確認徹底

アイドリングストップの徹底

効率的な工程管理

一般廃棄物 裏紙の再利用

ペーパーレス化

2.一般廃棄物および産業廃棄物排出量削減

ごみの分別

3.水使用量削減

活動項目 部門（責任者） 日程
評価

評価

軽油使用
量削減

ガソリン
使用量削

減

車両の定期点検を行う

エコドライブの徹底

不要な積載物の削減

活動項目 部門（責任者） 日程

活動項目 部門（責任者） 日程

産業廃棄物
金物等の分別徹底

計画的な資材発注

部門（責任者） 日程

評価

評価

活動項目 部門（責任者） 日程

5.地域貢献活動の推進
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環境活動実績

活動期間（試行期間）：2022年10月～2022年12月）

基準年

2021年度

目標 実績 差異 結果の評価

１．二酸化炭素排出量の削減 ㎏‐CO₂ 326,993 80,931 56,976.0 -23,954.9
各事業部において省エネを心がけており、CO2排
出量は順調に削減させることができている。

（1）電気使用量削減 kWh 80,375 19,893 16,505 -3,388

　　　　本社 kWh 21,092 5,220 4,115 -1,105

　　　　土木事業部 kWh 41,093 10,171 9,260 -911

　　　　住環境事業部 kWh 18,190 4,502 3,130 -1,372

（2）ガソリン使用量削減 ℓ 30,502 7,549 10,771 3,222

　　　　本社 ℓ 5,668 1,403 1,331 -72

　　　　土木事業部

　　　　住環境事業部

（3）軽油使用量削減 ℓ 84,360 20,879 29,700 8,821

　　　　土木事業部 ℓ 84,360 20,879 29,700 8,821

２．一般廃棄物および産業廃棄物排出量の削減

一般廃棄物排出量の削減 ㎏ 945 234 340 106

産業廃棄物排出量の削減 ｋｇ 2,315 573 472 -101

３．水使用量の削減 m³ 39.0 9.7 6.0 -3.7
産業廃棄物に関しては削減されているが、事務所
移転に伴い一般廃棄物の排出量は増加したため、
廃棄物全体の排出量としては増加してしまった。

件 15.0 3.7 2 -2

集計期間中の受注状況として１工事当たりの規模
が大きいため、受注件数としては少なくなってい
る。それに伴い提案件数も低下している。

5．地域貢献活動の推進 件 1.0 0.2 1 1 地域の除草伐採作業を行った。

購入電力の二酸化炭素排出係数は、0.48kg-CO2／kWh（九州電力　2020年度・調整後）を使用した。

単位

2022年10月～2022年12月

4．省エネルギー型製品の導入提
案の向上

24,834ℓ 6,146 9,440 3,294

不使用時にパソコンの電源を落としたり、こまめな
消灯を行うなどの取り組みを各事務所において
行っている。

遠方の現場が増加したことと、現場にて重機車両
が複数台必要な施工が増えたため、それに付随し
て燃料の使用量も増加している

現場にて重機車両が複数台必要な施工が増えた
ため、それに付随して燃料の使用量も増加してい
る

産業廃棄物に関しては削減されているが、事務所
移転に伴い一般廃棄物の排出量は増加したため、
廃棄物全体の排出量としては増加してしまった。

項目
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活動結果と評価及び次年度の活動計画

10月 11月 12月

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

10月 11月 12月

○ ○ ○

○ ○ ○

△ △ △

○ ○ ○

○ ○ ○

10月 11月 12月

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

10月 11月 12月

○ ○ ○

10月 11月 12月

○ - -

- ○ -

○ ○ ○

〇：実施できた　△：十分とは言えなかった　×：不十分であった

地域清掃活動の実施
地域での清掃活動１件、地域の祭事への寄付
１件を行った。
現場施工に伴う各種対策は徹底して行われて
おり、地域住民からの苦情等は寄せられてい
ない

地域への貢献活動の向上と、弊社事業が地域
に与える悪影響の低減を推進していくため
に、社員へのCSVの意識浸透を発信してい
く。

地域で活動する団体への寄付

騒音、振動、粉塵等の対策

5.地域貢献活動の推進

活動項目
実施状況

3ヵ月間の評価 次年度の取組計画

省エネ製品のプラン提案
現在、規模の大きな工事を受注しており、受
注件数として昨年比で減少しているため、提
案件数としても伸び悩んでいるが、提案内容
として省エネ製品の提案は受け入れられてい
る。

すべての商談において、高気密高断熱の家づ
くりやエネルギー効率の良い製品を組み込ん
だプランの提示を行っていきたい。

4.省エネルギー型製品の提案回数の向上

活動項目
実施状況

3ヵ月間の評価 次年度の取組計画

手洗い時の節水
感染症対策として手洗い等の回数は増加して
いるが、こまめな節水の徹底を周知してお
り、その結果が出ているように感じられる。

こまめな節水については継続して実施してい
く。
洗車には通常のホースではなく高圧洗浄機を
用いるなどして、効率的な作業で節水に努め
ます。

散水時の節水

洗車時の節水

3.水使用量削減

活動項目
実施状況

3ヵ月間の評価 次年度の取組計画

次年度の取組計画

ごみの分別
一般廃棄物の排出量としては増加が見られた
が、事務所移転に伴う一時的な増加であると
考えている。
廃棄物の分別状況については以前より向上が
見られるため、継続して取り組みをしていき
たい。

各事業所において裏紙の再利用を徹底するよ
うに引き続き周知指導を行っていきたい。
会議のペーパーレス化など新たな取り組みを
一部ではじめているものの、すべての場面に
導入するには至っておらず少しずつ社内で浸
透させて行きたい。

計画的な資材発注

活動項目
実施状況

3ヵ月間の評価

裏紙の再利用

ペーパーレス化

金物等の分別徹底

一般廃棄物

産業廃棄物

次年度の取組計画

電気使用量削
減

こまめな消灯を行う
事務所を空ける場合や、昼休憩時間などの節
電を実施し、使用量の削減に繋がっている。
燃料については、エコドライブや積載物の削
減を周知することで社員の意識向上に努めて
いる。
一方で現場においては、車両や重機を用いな
ければいけない施工所が複数の現場で挙がっ
ており、それに伴って燃料の使用量が増加し
ている。

新事務所を建築するにあたり以前に比べて高
気密高断熱な設計を取り入れたことで、これ
まで以上に冷暖房に使用する電気量の削減に
つながることが期待される。
車両の整備やエコドライブの推奨などの取り
組みについては引き続き行っていくことで、
使用燃料の削減に繋げたい。

時間外労働の削減

不使用時のパソコン電源OFF

ガソリン使用
量

削減

車両の定期点検を行う

エコドライブの徹底

不要な積載物の削減

軽油使用量削
減

過積載運行の確認徹底

アイドリングストップの徹底

効率的な工程管理

1.二酸化炭素排出量の削減

活動項目
実施状況

3ヵ月間の評価

2.廃棄物排出量削減
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関連法規等の遵守状況並びに違反・訴訟の有無

12

当社の事業活動、製品及びサービスに適用される環境関連法規等は次のとおりです。

適用される法規等 適用される事項（施設・物質・活動等） 遵守状況

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（廃棄物処理法）

各現場産廃処理契約書を交わす
各現場毎マニフェスト伝票を管理集計する

○

騒音規制法
該当現場で、届出書を提出し、各市町村の承認を頂いた資料を現場で保管する
該当現場で、騒音記録また苦情確認をし、現場で保管する

○

特定家庭用機器再商品化法（家電リ
サイクル法）

自治体の一般廃棄物処理業や委託された回収業者に引き取りを依頼。その際に家電
リサイクル券に必要事項を記載。

○

建設リサイクル法(建設工事に係る資
材の再資源化等に関する法律)

各現場、再生資源利用促進計画書を作成し、建設副産物交換システム工事登録証
明書に登録する
届出書を提出し、県知事の承認を頂いた資料を事務所で保管

○

振動規制法 該当現場で、届出書を提出し、各市町村の承認を頂いた資料を現場で保管する ○

浄化槽法
浄化槽維持管理表を保管し、年に1度浄化槽法定検査を受け結果書を保管する
届出書を提出し、県知事の承認を頂いた資料を事務所で保管

○

資源の有効な利用の促進に関する法
律（リサイクル法）

パソコンに保存されているデータは消去し、回収方法はメーカ－に問い合わせる ○

フロン類の使用の合理化及び管理の
適正化に関する法律(フロン排出抑制
法)

点検表を事務所で保管
冷媒充填・回収証明書の交付を受ける

○

建築基準法
建築確認申請書と建築工事届を申請後、交付された確認済証と、完了検査時に交付
された検査済書を事務所で保管
届出書を提出し、県知事の承認を頂いた資料を事務所で保管

○

シックハウス対策
建築確認申請書を申請後、交付された確認済証と、完了検査時に交付された検査済
書を事務所で保管

○

下水道法
指定工事店への排水設備工事の依頼
該当現場で、手続きに要した書類を事務所で保管する

○

地下水保全条例 該当現場で、届出書を提出し、県の承認を頂いた資料を事務所で保管する ○

土壌汚染対策法 届出書を提出し、県知事の承認を頂いた資料を事務所で保管 ○

建築物のエネルギー消費性能の向上
に関する法律(建築物省エネ法)

建築士の説明時に同席
説明に用いた書面を事務所で保管

○

大気汚染防止法

解体等を行う際には、あらかじめ特定建設材料の使用有無を有資格者が調査し、その
結果を都道府県又は大防法政令市に報告する
特定粉塵排出等作業実施の１４日前までに都道府県等に届出を行い、資料は事務所
で保管する。

○

上記の環境関連法規等の遵守状況を確認・評価した結果、違反はありませんでした。
また、関係機関等からの指摘、利害関係者からの訴訟もありませんでした。



訓練・教育の実施

2022年10月7日(金)に株式会社
佐藤産業全社員を対象として安全
大会を開催しました。講師として
小篠労働安全コンサルタント事務
所の小篠勉氏をお招きし、実際の
労働災害事例をもとに、下請業者
との現場内ルールの共有を行うこ
との重要性を公演いただき、施工
中の現場において安全な労働環境
が整備されているか再確認を行い
ました。

その後、土木事業部と住環境事業部の代表者が登壇し、自らが担当
する現場において実施している労働災害を発生させないための事例発
表を行いました。各発表内容については小篠氏より講評をいただき、
実施内容の評価や、より安全性を高めるための管理方法などのアドバ
イスをいただきました。
最後は、社員代表による安全宣言を行い、全社員が一丸となって無

事故無災害に取り組むことを誓いました。

■令和4年度安全大会の開催
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訓練・教育の実施

毎月１度、施工中の現場を対象として社内安全パトロールを実施し
ています。パトロールには弊社役員や事業部管理職、社内安全担当職
員のほか、顧問契約を交わしている社外の労働安全コンサルタントが
同行し、リスクアセスメントに基づいた現場環境の評価、改善の指示
を行うことで労働災害の発生を未然に防いでおり、今年度も施工にお
ける無事故・無災害を達成しています。
パトロールの際には業務点検報告アプリ「わくレポ！®」(NTTテ

クノクロス㈱）を活用することで、点検・写真撮影・評価・報告の流
れをフレームワーク化しました。
これにより報告書作成に係る労働時間の削減や情報共有速度の向上

といった業務フローが改善され、アプリを活用したペーパーレスパト
ロールによって印刷物を極力削減し、省資源化にも繋がっています。

また、施工期間の長い現場においては、配置職員が見逃してしまい
がちな問題点を発見し、改善することを目的として、上記のパトロー
ルに加えて女性職員による衛生環境パトロールを実施しています。
配置職員の健康状態の確認や健康に悪影響をもたらす要素の是正を

行うほか、施工現場や事務所内の整理・整頓・清掃の「３S」を中心
に評価と指導を行うことで労働衛生環境を改善し、誰もが働きやすい
環境整備に取り組んでいます。

■定期パトロールの実施
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訓練・教育の実施

■社内パトロールの実施 – 安全チェックリスト

チェック項目については、半年に一度または運用者が必要であると判断した際に、その有効
性の見直しと必要な項目の修正や追加を行います。
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訓練・教育の実施

■緊急事態の試行及び訓練結果

株式会社佐藤産業本社において、本社事務所勤務の従業員を対象と
して災害発生を想定した緊急事態対応訓練を実施しました。

火災発生時を想定した対策として、屋内・屋外に設置してある粉末
消火器の設置場所の確認と、その使用期限や本体の破損など管理状況
の点検、給湯設備や電気設備など火災の発生源になりそうな個所にお
いて直ちに火災につながるような不備はないか点検を行いました。
結果として、直ちに火災につながるような不備は見つからず、仮に

発生したとしてもすぐに消火活動が行えるような個所に粉末消火器が
設置されていることが確認できました。ただし、すべての粉末消火器
の設置個所に目立つ表示がされているわけではないという事実が見受
けられたため、確実な表示を行うよう是正指導を行いました。

その後、社外で地震や水災に見舞われた場合を想定し、緊急災害連
絡票に従っての電話連絡訓練や、電話回線の混雑によって連絡が取れ
ない場合に社内のシステムを用いて通達内容を掲示するなど代替案の
確認などを行いました。

是正前の粉末消火器設置状況
設置表示がなされていない

是正後の粉末消火器設置状況
表示板を設置することでが視
認性が向上し、緊急時であっ
ても直ぐに見つけることがで
きる
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訓練・教育の実施

株式会社佐藤産業では、施工現場における
安全衛生水準を向上させ、どのような状況に
おいても無事故無災害を必然化することを掲
げて、労働安全衛生マネジメントシステムを
構築いたしました。

このシステムの運用状況を建設業労働災害
防止協会が定めるコスモス認定基準に従って
評価していただき、中小規模建設事業場向け
コスモスである「コンパクトコスモス」の認
定を受けました。

■コンパクトコスモス認定

従来の社内安全基準では、配置技術者の経験や安全管理に対する考
え方にむらがあり、管理手法や書類様式も統一されていませんでした。
このシステムでは、基準・手法・様式を統一化し、組織として安全方
針・目標を個人まで浸透させ、個人が感じた事故や災害の予兆を組織
にフィードバックすることで組織の安全水準をさらに高めるといった
サイクルを常習化します。これにより安全に対する個々人の温度差の
是正や施工経験の少ない若手技術者のスキルを補助することにつなが
り、安全衛生管理の実施とその継承がなされ、無事故無災害の必然化
が達成されると考えています。
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地域清掃活動の実施

株式会社佐藤産業では、地域とともにある建設業であるために毎年
芦北町内において除草・伐木作業を行っています。地域の方々が安全
で、心地よく住み続けることができる一助となればと、同じ地域の一
員として考えております。

今年は私たちも日々現場との往復に使わせていただいている県道27
号・芦北球磨線にて、道路にはみ出して成長してしまったり、背丈が
伸び見通しの妨げとなっていた雑草や雑木を取り除きました。
芦北球磨線は芦北地域と球磨・人吉地域をつなぐ大切な道路であり、

私達の生活に密接に結びついています。そのため車の往来も少なくあ
りません。地元車以外も多く通る道路であるため、皆様が少しでも安
全に通行していただければと考え、今回の除草・伐木作業を行わせて
いただきました。

■芦北球磨線での除草・伐木作業

作業前には車道まではみ出していた雑草はなくなり、歩行者も白
線内を歩くことができるようになりました。

カーブ手前にあった背の高い雑草を取り除いたことで、進行先の
状況を遠くからでも確認しやすくなりました。

また、除草した
際にはゴミが見つ
かる場面もありま
した。芦北球磨線
には並行して流れ
る川もあり、水質
や水産資源の保全
にも微力ながら貢
献することができ
たのではないかと
思います。
海や山に囲まれ

た地域に住むもの
ととして、生活環
境や自然環境につ
いて考えさせられ
る活動でもありま
した。
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節水・節電の意識浸透への取り組み

■節水や節電を呼びかける掲示

株式会社佐藤産業本社では、節水や節電を呼びかけるための掲示物
を作成いたしました。

水まわりや電気のスイッチ周辺、各自のデスクなど普段の業務の中
で目に付きやすい場所には節水・節電ステッカーを掲示し、社員一人
ひとりが日頃から節水・節電の意識を持ち行動できるような環境づく
りに取り組んでおります。

これらの掲示物は社員がアクセスできるデータベース上に元データ
をアップロードしており、各自が必要に応じて卓上サイズやポスター
サイズなどサイズを選んで掲示できるようにしております。
また、新規で現場事務所を開設した際にはこれらの掲示を呼びかけ

るなど、本社と現場の両方で節水や節電に取り組めるよう努力してお
ります。
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節水・節電の意識浸透への取り組み

■節水を呼びかける掲示物

20



節水・節電の意識浸透への取り組み

■節電を呼びかける掲示物
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廃棄物再資源化の取り組み

■廃棄物再資源化のために分別を徹底

株式会社佐藤産業本社に設置している廃棄物収集ボックスでは、か
つては分別が不十分であり再資源化が難しい状況でした。この状況を
改善するため、分別を呼びかける掲示物の設置や現場担当者や協力業
者への指導を定期的に行ってまいりました。
その結果、現在では現場である程度分別した状態で持ち帰ってくる

ようになり、そこから再度仕分けをしてボックスに入れるようになる
など分別状況も良好です。ボックスにて収集したものは、再資源化の
ために専門業者に引き取っていただく形で処理できるようになってお
ります。
また、事業所から出る廃棄物に関しても、燃やすごみ、プラスチッ

ク、ペットボトル等に分別を行っており、再資源化がなされるように
努めております。
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廃棄物再資源化の取り組み

■分別を呼びかける掲示物
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Evaluation ＆improvement 

代表者による全体の評価と見直し

■全体評価

令和3年5月に熊本県SDGｓ登録制度への登録申請をきっかけとして、
持続可能な社会の実現のために企業活動のあらゆる面で環境に配慮し
て『明るく豊かな環境型社会の構築』に貢献することと、環境経営の
継続的改善を実現するためにEA21認証を取得し、本システムを利用
した取り組みを実行することを計画しました。その結果、行動方針を
掲げて実行し、結果を出していると評価します。
今後も環境管理責任者や実行委員を中心に改善を重ね、2030年の

SDGｓ達成に向けて環境経営を継続します。

■見直しと指示

次の項目について見直しを行い、取り組みを継続します。

■環境方針：変更なし
指示事項：なし

■環境経営目標：変更なし
指示事項：改善を積み重ねることにより1％でも削減率を上げる。

■環境活動計画：変更なし
指示事項：お客様への省エネ住宅の提案件数目標を具体的に数値

化すること。

■運用体制：変更なし
指示事項：PDCAを回して、環境により配慮すること。

株式会社 佐 藤 産 業
代表取締役 佐 藤 一 夫
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